
５分で解る
アスベスト対策

今年やらなければならないこと！



今年（令和３年４月１日～）やるべきこと！
• リフォーム前の【事前調査】・・・義務

• 事前調査結果の【施主への説明】・・・義務

• 事前調査および結果【書類保存（３年間）】・・・義務

• 事前調査結果等および作業方法等の【現場での掲示】・・・義務

• 事前調査者の資格を取得するための【受講資格の確認】・・・対策

※罰則の適用は令和４年４月１日～【報告義務違反３０万円以下の罰金】

ですが、

来年4月から即対応しなければなりません。

今年からの義務・対策の実行が必要です！

～参考資料（雛形）を巻末に掲載！～



事前調査の課題と対策

１．課題

•事前調査は令和5年10月以降は有資格者で行わねばならない。

•事前調査ができる資格取得講習の受講には受講条件がある。

• リフォームは小規模、工期等の点で、外部に事前調査を依頼するこ
とは外注費用負担増、日程調整等の問題がある。

２．対策

•今回の法改正に伴う義務化の内容を社内で周知・徹底（資料配布、
講習会開催等）する。

•事前調査ができる資格者を社内で養成する。



資格者の養成について

①特定建築物石綿含有建材調査者

②一般建築物石綿含有建材調査者

③一戸建て等石綿含有建材調査者

（一戸建ておよび共同住宅占有部分内部限定）

④義務付け適用前に

一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

※①～⓷の受講資格は建築の一定知識及び実務経験、もしく
は石綿作業主任者技能講習修了者（別紙参照）





一般建築物石綿含有建材調査者講習受講資格①
ご参考



一般建築物石綿含有建材調査者講習受講資格②

ご参考



事前調査の方法【基本的流れ】

出典：環境省公開資料より



事前調査の方法【書面調査】

出典：環境省公開資料より



事前調査の方法【目視調査】

出典：環境省公開資料より



参考資料
現場調査の項目を
押さえましょう！
（調査結果の報告は来年
令和４年４月１日からで
すが、調査の参考に・・）

尚、義務化となる報告は
新システムでスマホでも
できる予定
「ｇBizID」 https://gbiz-id.go.jp

※一つの入力で、都道府県・所管労働
基準監督署に同時に報告可能
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出典：環境省「石綿飛散防止リーフレット」P9より

参考例④


